
（学生の皆さんへ）新型コロナウィルス感染症に対する対応方針

１ 感染予防

・こまめな手指衛生と咳エチケットを徹底し、マスク着用等をお願いします。

・マスクが入手できないときは、咳・くしゃみの際、ハンカチ等で口を押さえてくだ
さい。

・発熱がある場合や、咳が続く、だるさや息苦しさがあるなど、体調がすぐれない場
合は自宅療養してください。

・不要不急の来学はしないでください。

・県外への移動（私事の外出）はできるだけ控えてください。国外への不要不急の移
動（私事の外出）は自粛してください。

令和2年3月26日に策定された標記対応方針について、5月25日に一部改定され、

6月1日から次のとおりとなります。対応方針期間は、「当分の間」です。



２ 学生又はその同居家族が感染者又は感染が疑われる場合

・速やかに学生支援課（096-383-7896）又は教務入試課（096-321-6609）に連絡
してください。

・学生が感染した場合は、医療保健関係者による健康状態が確認されるまで

「登校停止」となります。

・学生が濃厚接触者（※）と判断された場合は、感染者と最後に濃厚接触した日の
翌日から14日間「登校停止」となります。

・学生が高熱等の強い症状、強いだるさや息苦しさがある時は、医療機関等に相談
し、その指示に従い、医療保健関係者による健康状態が確認されるまで「登校停
止」となります。

・同居家族が感染又は感染が疑われる場合は、感染拡大防止の観点から、原則、

１４日間、自宅待機してください。

・上記に該当する場合、回復後に救済措置を講じます。（発熱・咳が続く・だるさ
や息苦しさがあるなど体調がすぐれない場合で、自宅療養をした者も含む。）

（注）濃厚接触者：感染者発症の2日前から1メートル以内で15分以上接触した者 等



４ 就職活動関係（十分な感染拡大防止措置を講じることを前提）

・就職活動を行う場合は、各企業の方針に従ってください。

・県外で採用選考が行われる場合は、先ずは方法や日程変更等について、企業
に相談してください。（やむを得ず県外を訪れる必要がある場合は、キャリア
センターに相談してください。）

・学内で行う合同企業説明会は中止。個別企業説明会は再開します。

・就職活動セミナー、ガイダンス、公務員講座等は受講者を教室の収容人員の
１／２以下として実施します。（遠隔実施が可能なものは実施。）

・就職相談員との対面相談を再開します。（並行して遠隔相談も実施。）

３ 大学施設の利用（十分な感染拡大防止措置を講じることを前提）

・授業及びサークルで使用する場合のみ、学生食堂、アリーナ、サブア
リーナ、プール、テニスコート、トレーニング室及びグラウンドの使用
可します。

・学生の図書館利用を可とします。



６ 海外研修・留学等関係

・原則、延期又は中止してください。（私事も自粛してください。）

外務省海外安全ＨＰ：https://www.anzen.mofa.go.jp/

検疫強化対象地域・入国制限地域：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa
_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

５ サークル活動等

• 学内（小峯グラウンド含む。）でのサークル活動（同好会、学生自

治会に属する各種委員会活動含む）は可とします。（学外は禁止）

• サークル棟（部室）は、更衣・道具の搬出入等短時間（概ね１０分

以内）の使用のみ可とします。

• 教室、アリーナ、グラウンド等の大学施設使用にあたっては、換気・
利用人数の制限等、十分な感染拡大防止措置を講じて下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

